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足場の組立て等作業主任者 

 
＊2017 年(平成 29 年)7 月以降の作業経験は「足場の組立て等特別教育」を修了していないと経

験年数として認められません。 

＊「足場の組立て等特別教育」修了証をご準備のうえ、「事業主証明書」と一緒に提出下さい。 

＊上記書類どちらかのみの提出は不備となります。 

 

【各受講資格 早見表】 
受講当日はアップロードいただいた書類の原本を提出または提示していただきます。 

 

受講資格 提出物 予約時 当日持参物 免除科目※ 

(１) 

事業主証明書 必須 
(従事年数 3 年以上) 

スキャン又は
写真の 

アップロード 

原本提出 
免除無し 

＊特別教育修了証 原本提示 

(２) 

事業主証明書 必須 
(従事年数 2 年以上) スキャン又は

写真の 
アップロード 

原本提出 
免除無し 卒業証明書 必須 

＊特別教育修了証 原本提示 

(３) 

事業主証明書 必須 
(従事年数 2 年以上) スキャン又は

写真の 
アップロード 

原本提出 

１・２ 修了証 必須 
原本提示 

＊特別教育修了証 

(４) 合格証 必須 
スキャン又は

写真の 
アップロード 

原本提示 １・２ 

(５) 指導員免許 必須 
スキャン又は

写真の 
アップロード 

原本提示 １・２・３ 

 

※免除科目 

１ 作業の方法に関する知識(7.0ｈ) 

２ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(3.0ｈ) 

３ 作業者に対する教育等に関する知識(1.5ｈ) 

４ 関係法令(1.5ｈ) 

 

事業主証明書 

（WEB 予約フォームまたは仮予約受付完了メールからダウンロードください。） 

・代表者様本人が受講される場合は、他の役員の方のお名前で社印にてご証明ください。 

・個人事業主の方は、元請又は同業者にご証明いただいてください。 

・従事年数が複数の会社にわたっている場合、一社につき一枚、事業主証明書を記入したものを

あわせてお申し込みください。 

・事業主証明書における①～⑬、全て漏れなくご記入ください。 

・事業主証明欄(⑧～⑪)に限り、記入の際間違えた場合は訂正印を押印の上訂正をお願いいたし

ます。 



別添７ 

 

【受講資格】 
満 18 才に達してから、次の経験・資格を有する者下記⑴～⑸いずれか該当する番号を選択 
 

(1)21 歳以上であって足場の組立て､解体又は変更に関する作業に 3 年以上従事した経験を有する者

（作業経験は満 18 歳になってからのもの） 

 

(2)学校教育法による大学､高等専門学校又は高等学校において土木､建築又は造船に関する学科を専

攻して卒業した者で､その後 2 年以上足場の組立て､解体又は変更の作業に従事した経験を有する

者 

 

(3)次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後 2 年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業

に従事した経験を有する者 

 

①職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職

業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓

練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者 

 

②職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である高度職業訓練のうち、職業能力開発促

進法施行規則別表第六の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システム系環境科

の訓練を修了した者 

 

③職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力

開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、

職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五

年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」と

いう。)別表第三の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六

十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練で

ある養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四

十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行

われたものを含む。)を修了した者 

 

④旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第三の二の訓

練科の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及

び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者 

 

⑤職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表

第八の訓練科の欄に掲げる建築システム工学科の訓練又は職業能力開発促進法施行規則の一部

を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行

規則別表第八の訓練科の欄に掲げる建築工学科の訓練を修了した者 

 

⑥職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年

改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正

省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令

による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に

掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓

練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者 

 

(4)職業能力開発促進法施行令（昭和四十四年政令第二百五十八号）別表第一に掲げる検定職種のう

ち、とびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者 

 

(5)職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許

職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 


